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A市

B市

公共下水道：市街地の
下水を処理する下水道

単独公共下水道

県の管理する
流域下水道の

処理場

・流域下水道（処理区）
県の流域下水道の浄化センターで複数の市町の下水を処理している区域。
一宮市では、日光川上流浄化センター（稲沢市）と、五条川右岸浄化センター（岩倉
市）へ流しており、日光川上流処理区と五条川右岸処理区とで区分している。

１．前回審議会での質疑について 用語説明（処理区域）

流域下水道

市の管理する
処理場

・単独公共下水道（処理区）
市が保有する下水処理場にて、下水処理を行う処理区
一宮市では、東部浄化センター、西部浄化センターそれぞれで処理を行っており、
東部処理区と西部処理区とで区分している。



処理場へ
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１．前回審議会での質疑について 処理区域に関する用語説明

東部処理区：市の東部浄化センターにて下水を処理している区域。雨水の流入がある
合流式下水道の区域と、雨水の流入のない分流式下水道の区域がある。

西部処理区：市の西部浄化センターにて下水を処理している区域。合流式下水道の区域と、
旧特定公共下水道（特水）で、分流式下水道の区域がある。

合流式下水道 分流式下水道

汚水 汚水

雨水汚水+雨水

公共用水域(川など)へ一定量以上は公共用水域(川など)へ

雨水
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１．前回審議会での質疑について 処理区域図

一宮市の汚水処理区域図
（現在の計画区域）

西部浄化センター

東部浄化センター

凡例

西部処理区（合流）

西部処理区（分流）

東部処理区（合流）

合併処理浄化槽
着色
なし

東部処理区（分流）

日光川上流処理区（分流）

五条川右岸処理区（分流）
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１．前回審議会での質疑について 処理区域図

一宮市の汚水処理区域図
（計画区域・供用区域）

萩原町富田方

北方町北方

丹陽町外崎

丹陽町九日市場

北小渕

南小渕

五条川右岸処理区（分流）
　供用区域

五条川右岸処理区（分流）
　未供用区域

西部処理区（分流）
　未供用区域

東部処理区（合流）
　供用区域（＝計画区域完了）

東部処理区（分流）
　供用区域

東部処理区（分流）
　未供用区域

日光川上流処理区（分流）
　供用区域

日光川上流処理区（分流）
　未供用区域

凡例

西部処理区（分流）
　供用区域

西部処理区（合流）
　供用区域（＝計画区域完了）
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１．前回審議会での質疑について 処理区域図

一宮市の汚水処理区域図
（将来の計画区域）

合併処理浄化槽

凡例

日光川上流処理区

五条川右岸処理区

着色
なし
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１．前回審議会での質疑について 処理区域図

現在 将来（統合後）
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１．前回審議会での質疑について 汚水処理・雨水処理

現行の汚水処理・雨水処理（合流式下水道区域）

■

■

●

●

柳戸ポンプ場

平和ポンプ場

東部浄化センター

西部浄化センター

■ 浄化センター

● ポンプ場（合流）

下水道管

凡例

西部処理区（合流）

東部処理区（合流）

①

②

③

①,②,③

③

西部処理区（合流）雨水吐き室内

①晴天時

汚水処理

③雨天時河

川へ排水

②雨天時

簡易処理

東部処理区（合流）東部浄化センター

① 晴天時は平和ポンプ場から西部浄化センターへ送水して汚水処理

②
①に加えて、降雨により水量が増加した場合は、平和ポンプ場から
西部浄化センターへもう１本の下水道管で送水して簡易処理

③
②に加えて、降雨により更に水量が増加した場合は、堰を越流して
河川に排水

①
晴天時は柳戸ポンプ場からの送水する汚水と自然勾配で流れてきた
汚水を東部浄化センターへで汚水処理

②
①に加えて、降雨により水量が増加した場合は、東部浄化センター
で簡易処理

③
②に加えて、降雨により更に水量が増加した場合は、東部浄化セン
ターと柳戸ポンプ場から河川に排水

西部処理区（合流）

東部処理区（合流）
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１．前回審議会での質疑について 汚水処理・雨水処理

西部浄化センターは廃止
跡地は汚水中継ポンプ場・
雨水ポンプ場として利用

東部浄化センターは廃止
跡地は汚水中継ポンプ場・
雨水ポンプ場として利用

日光川上流
浄化センターへ

将来の汚水処理・雨水処理（流域下水道統合後）

● ポンプ場

下水道管

日光川上流処理区
（合流）

五条川右岸処理区
（合流）

凡例

①
晴天時は平和ポンプ場から日光川上流浄化センターへ送水して汚水
処理

②
①に加えて、降雨により水量が増加した場合は、平和ポンプ場から
旧西部浄化センターへもう１本の下水道管で送水して簡易処理

③
②に加えて、降雨により更に水量が増加した場合は、堰を越流して
河川に排水

①
晴天時はた汚水を旧東部浄化センターへで集約し、五条川右岸浄化
センターへ送水して汚水処理

②
①に加えて、降雨により水量が増加した場合は、旧東部浄化セン
ターで簡易処理

③
②に加えて、降雨により更に水量が増加した場合は、旧東部浄化セ
ンターと柳戸ポンプ場から河川に排水

日光川上流処理区（合流）

五条川右岸処理区（合流）

●

●

●

●
柳戸ポンプ場

平和ポンプ場

①

②

③

①,②,③
③

五条川右岸
浄化センターへ

①
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２．水道事業の計画見直しについて 前回説明のまとめ

人口の減少（収入の減少）・物価の高騰（費用の増加）など

回収率（料金で費用を何％賄えているか）が目標の100％を下回る

回収できないことで、資金が減少、資金下限値を下回る（計画より悪化）

計画の見直しが必要？改定時期の見直しが必要？（←本審議会）

料金改定の予定（2024年：15％、2029年：7％）を含む計画（経営戦略）

しかし状況に変化があり・・・

その結果・・

このままいくと・・

そのため諮問を行う



340,000

345,000

350,000

355,000

360,000

365,000

370,000

375,000

380,000

385,000

390,000

2011 2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

経営戦略の計画期間

国立社会保障・人口問題研究所（社人研）・2023年推計

将来人口の再予測
実績＋社人研の減少ペース

人口及び使用水量が減少し続ける見込み

経営戦略での予測値
（市総合計画・人口ビジョンでの減少ペース）
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行政人口の将来予測

２．水道事業の計画見直しについて 前回説明資料（将来人口）

R5 R14

（人）

料金収入の減少
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２．水道事業の計画見直しについて 前回説明資料（借入金利率）

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

財政融資資金（財務省からの借入金）の借入利率【半年賦・全期間固定金利貸付・元利均等・据置期間なし】

経営戦略における見込み値の算定期間

経営戦略における借入利率
見込み値（平均値）

償還期間30年

償還期間40年

償還期間20年

償還期間30年

償還期間20年

経営戦略の計画期間

将来の借入利率見込みを
直近の実績に見直し

償還期間40年

実績

見込
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２．水道事業の計画見直しについて 前回説明資料（県営水道の改定）

県水受水費単価の増額
（使用水量単価 １㎥あたり）
→費用の増加（26→28→32円/㎥）

※県水受水量
2023年：15,061,676㎥
2024年：16,072,205㎥
⇒1年間で約1億円の増加

愛知県企業庁水道部水道計画課
YouTubeチャンネルより
https://youtu.be/SKnaOJHtNb8
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２．水道事業の計画見直しについて 前回説明資料（建設物価の高騰）

y = 0.7181x - 1347

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

建設物価デフレーター（国土交通省・2015年度基準・上･工業用水道）

1985 2024

戦略予測値：1985-2020間の近似直線

2021-2024の数値が大きく上昇
→当初予測以上の物価高騰見込み



２．水道事業の計画見直しについて 前回説明資料（料金回収率）

16

水道事業の再予測・料金回収率

85%

90%

95%

100%

105%

110%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

経営戦略の計画期間

2022-2023は基本料金
無料化事業により
回収率が減少

経営戦略での予測値

再予測値
・水量の減少
・利率（利息）の増加
・県水受水費の改定
・建設物価の高騰

実績値

経費の回収ができない
→資金の減少
→回収できなかった分を
次の料金改定に反映
すると大幅な改定

2024：15％
の改定

2029：7％
の改定

人口・水量の減少が続く
→料金収入の減少
→回収率の減少
→定期的な料金改定が必要
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水道事業の再予測・現預金

0

10

20

30

40

50

60

2018 2019 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

(億円）

経営戦略での予測値

再予測値

円滑な事業運営のために
必要な年度末資金残高

（再予測値）

建設改良費に対して企業
債を上限まで借りる想定

経営戦略の計画期間

２．水道事業の計画見直しについて 前回説明資料（資金状況）



２．水道事業の計画見直しについて 資金の下限額について
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資金
残高

4/1 3/31

前年度
工事費
未払金
精算

4～9月
料金収入

借入金返済
元金＋利息
（半期）

9月 3月

10～3月
料金収入

工事費
年度内
支払い

借入金ほか
（工事費財源）

工事費
未払金
精算

借入金返済
元金（半期）

年間の資金残高の流れ

料金収入＞維持管理費

借入金返済
元金＋利息
（半期）

資金
下限額



２．水道事業の計画見直しについて
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水道事業の再予測・料金回収率

85%

90%

95%

100%

105%

110%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

経営戦略の計画期間

2022-2023は基本料金
無料化事業により
回収率が減少

経営戦略での予測値

再予測値
・水量の減少
・利率（利息）の増加
・県水受水費の改定
・建設物価の高騰

実績値

2024：15％
の改定

2029：7％
の改定

人口・水量の減少が続く
→料金収入の減少
→回収率の減少
→定期的な料金改定が必要

2028：13％
の改定 2032：6％

の改定

再予測値における収支悪
化を踏まえて、改定時期
と改定率を見直し
（５年おき→４年おき）
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水道事業の再予測・現預金

0

10

20

30

40

50

60

2018 2019 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

(億円）

経営戦略での予測値

再予測値

円滑な事業運営のために
必要な年度末資金残高

（再予測値）

建設改良費に対して企業
債を上限まで借りる想定

経営戦略の計画期間

２．水道事業の計画見直しについて

2028：13％
の改定

2032：6％
の改定

再予測値における収支悪
化を踏まえて、改定時期
と改定率を見直し
（５年おき→４年おき）

2029：7％
の改定



被害額 約39.8億円
（平成29年3月31時点）

２．水道事業の計画見直しについて 災害対応に必要な資金について

（熊本市上下水道局 発行）熊本市上下水道事業 熊本地震からの復興記録誌 より

・断水、減免措置により
料金収入の減少

（8.5億円うち減免措置6.7億円）
・災害復旧費用の発生
（18.2億円）
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２．水道事業の計画見直しについて 災害対応に必要な資金について

（熊本市上下水道局 発行）熊本市上下水道事業 熊本地震からの復興記録誌 より

・災害復旧費（1.4億円）
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２．水道事業の計画見直しについて 災害対応に必要な資金について

災害関連の補助金は経費全額ではない
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２．水道事業の計画見直しについて 災害対応に必要な資金について

令和６年度春日井市上下水道事業経営審議会議事録（第２回）より

https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/gyousei/jouhoukoukai/

kaigikoukai/huzoku/1014218/1035608.htm

・内部留保資金（利益により留保される資金）の基準額の設定案

→【災害関連費用】＋【給水収益の３か月～半年～１年分】

→ 【７億円】＋【１２億円～２３億円～４５億円】

→ １９億円～３０億円～５２億円程度

・【災害関連費用】

→熊本市：収益的支出に対して発生した災害関連費用の割合（15.5％）

×【100％－（熊本市の施設耐震化率※ － 春日井市の施設耐震化率）】

×春日井市の収益的支出見込み

→春日井市試算：約７億円

※施設耐震化率→配水池・浄水施設・基幹管路の耐震化率の平均値
24

https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/gyousei/jouhoukoukai/kaigikoukai/huzoku/1014218/1035608.htm


２．水道事業の計画見直しについて 災害対応に必要な資金について

災害対応に必要な資金を一度に確保するのは難しい

・給水収益の減少分
→2024年度の給水収益 約45.5億円／年

※水量（人口）減少の影響を受け、改定予定によって
増減する

・災害関連費用：2024年度の収益的支出：約51.3億円
×熊本市の災害復旧費の割合15％
×耐震化の進捗差（100%－（△9.9％）（割増）

→約6.6億円
※物価の高騰の影響を受け、耐震化の進捗によって
減少する

耐震化率
一宮市

（2023年度決算）
（2024年度算定中）

熊本市
（2016年度決算）

割合
の差

配水池の耐震化率 92.3％ 90.9％ 1.4％

浄水施設の耐震化率 53.0％ 91.4％ △38.4％

基幹管路の耐震化率 32.2％ 24.9％ 7.3％

0

10

20

30

40

50

60

2018 2019 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

割合の差の平均値 △9.9％

災害対応に必要な分
＋6.6億～＋52.1億
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２．水道事業の計画見直しについて

26

●収支状況の悪化を踏まえて、回収率、資金状況を改善するには、
まず2029年：7％の料金改定を2028年：13％の改定にする必要

→計画の料金改定予定、それを含む財政計画を見直すべきか

●人口の減少見込み→さらなる減少を見込むべきか/見込み過ぎか

●利率・物価の増加見込み→増加をもっと見込むべきか（直近の急増から）
/見込み過ぎか

●資金下限の設定→下限として適切か（現時点での見込みは年内の支払）
/災害に備えた資金確保を目指すべきか（いつまでに）

●県水受水費の単価→横這い予測だが、今後も増加を見込むべきか
※今回の改定は県営水道の経営戦略に予定がなかったもの
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３．下水道事業の計画見直しについて 前回説明のまとめ

人口の減少（収入の減少）・物価の高騰（費用の増加）など

資本費平準化債の拡充により、資金状況の一時的な改善

計画の見直しが必要？改定時期の見直しが必要？（←本審議会）

使用料改定の予定（2024年：25％、2026年：20％）を含む計画（経営戦略）

しかし状況に変化があり・・・

（借入）制度の改正もあり・・

そのため諮問を行う



①処理区域内、水洗化人口の再予測
→予測以上の人口減少の見込み →下水道使用料収入の減少

②県流域下水道へ支払う負担金のうち維持管理費単価の増額
→費用（流域下水道管理費）の増加

３．下水道事業の計画見直しについて 前回説明資料（下水道事業の再予測）

下水道事業の現状・再予測について

③工事費の財源である企業債（借入金）の利率が上昇
→費用（支払利息）の増加

※日光川上流処理区 戦略見込み：直前の実績より65.7円/㎥
→72.7円/㎥（2024年～）

※五条川右岸処理区 戦略見込み：直前の実績より76.7円/㎥
→85.1円/㎥（2024年）
→87.3円/㎥（2025年～）

日光（県処理場）への送水量
2023年:9,594,801㎥
2024年:9,878,487㎥

五条（県処理場）への送水量
2023年:1,621,119㎥
2024年:1,697,569㎥
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④建設物価の高騰
→費用（建設改良費→減価償却費・償還元金）の増加

⑤資本費平準化債の拡充
→借入可能額の増加



３．下水道事業の計画見直しについて 前回説明資料（資本費平準化債）
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例：200万円の資産（耐用年数10年）に対する借入200万円（償還年数5年）

（収入）
減価償却費（使用料で回収）
200÷10＝20万円／年

（支払）
償還元金 200÷5＝40万円／年

資金の動き（利息は除く）
・償還終了まで減少
・償還終了後は増加

差額 20-40
＝△20万円／年

差額 20-0
＝20万円／年

資金

年度



３．下水道事業の計画見直しについて 前回説明資料（資本費平準化債）
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（収入）
資本費平準化債の借入
40-20＝20万円／年

（収入）減価償却費200÷10＝20万円／年

（支出）償還元金
200÷5＝40万円／年

（支出）平準化債の償還元金
（償還年数5年）借入ごとに
20÷5＝4万円／年増加

資金

年度

例：平準化債の借入

↑拡充分はこの分を借入
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下水道事業の再予測・現預金

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

2018 2019 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

経営戦略での予測値

・2026年：20％の改定

資金減少の抑制

再予測値①

・2026年：20％の改定

（戦略の改定予定）

・平準化債の拡充なし

・利率（利息）の増加

・県流域下水道単価の改定

・建設物価の高騰

再予測値②

・改定なし

・平準化債の拡充を活用

→拡充分の借入には経費

回収の見込みが必要

(億円）

円滑な事業運営のために

必要な年度末資金残高の下限値

平準化債の拡充分の活用により
・「一時的な」資金状況の改善
・年度末の必要な資金下限額減少

経営戦略の計画期間

物価高騰により
・資金状況の悪化
・年度末の必要な資金下限額増加

再予測値①：物価の高騰により増加

実績

再予測値②：資本費平準化債の拡充分の活用

３．下水道事業の計画見直しについて

再予測値③

・2028年：10％＋

2032年：10％の改定

・平準化債の拡充を活用



３．下水道事業の計画見直しについて 資金の下限額について
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資金
残高

4/1 3/31

前年度
工事費
未払金
精算

4～9月
使用料
収入

9月 3月

工事費
年度内
支払い

借入金ほか
（工事費財源）

工事費
未払金
精算

10～3月
使用料
収入市から

繰入金
（半期）

資本費
平準化債

市から
繰入金
（半期）

資本費
平準化債

経費回収＜100％

年間の資金残高の流れ

借入金返済
元金＋利息
（半期）

借入金返済
元金＋利息
（半期）

借入金
返済
元金 資金

下限額



３．下水道事業の計画見直しについて 市からの繰入金について
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●雨水処理費用など、下水道使用料で賄うべきではない経費に対する繰入金
総務省の繰出基準に基づく繰入金（基準内の繰入金）

●本来、下水道使用料で賄うべき、汚水処理にかかる経費に対する繰入金
（繰出基準外の繰入金）（経営戦略では継続して繰入予定⇔市の財政状況次第）

費用

収入

雨水処理など
にかかる費用

市からの
繰入金（基準内）

汚水処理に
かかる費用

市からの
繰入金
（基準内）

下水道使用料
市からの
繰入金
（基準外）

使用料対象経費

経費回収率＝下水道使用料収入÷使用料対象経費

約30億円／年 約12～14億円／年
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３．下水道事業の計画見直しについて

被害額 約89.2億円
（平成29年3月31時点）

（熊本市上下水道局 発行）熊本市上下水道事業 熊本地震からの復興記録誌 より

・災害関連の補助金等

・断水、減免措置により
使用料収入の減少

（6.7億円うち減免措置5.0億円）
・災害復旧費用の発生
（8.1億円）



３．下水道事業の計画見直しについて

（熊本市上下水道局 発行）熊本市上下水道事業 熊本地震からの復興記録誌 より

・災害復旧費（4.2億円）
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３．下水道事業の計画見直しについて 災害対応に必要な資金について

・下水道使用料の減少分
→2024年度の下水道使用料収益 約27.5億円

・災害関連費用：2024年度の収益的支出：約78.2億円
×熊本市の災害復旧費の割合4.3％
×耐震化の進捗差（100%－20.3％）

→約2.7億円

耐震化率 一宮市
（2024年度決算）

熊本市
（2016年度決算）

割合
の差

管路の耐震化率 57.2％ 36.9％ 20.3％
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費用

収入

汚水処理に
かかる費用

市からの
繰入金
（基準内）

下水道使用料
市からの
繰入金
（基準外）

使用料対象経費

もともと経費が賄えていない状況

災害へ
備え

下水道
使用料
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●収支状況の悪化を踏まえつつ、資本費平準化債の拡充分の活用により、
2026年：20％の使用料改定→2028年：10％の緩やかな改定にできる見込み
→計画の使用料改定予定、それを含む財政計画を見直すべきか

●利率・物価の増加見込み→増加をもっと見込むべきか（直近の急増から）
/見込み過ぎか

●資金下限の設定・資本費平準化債の拡充分の活用
→下限として適切か/災害に備えた資金確保を目指すべきか

●県流域下水道維持管理費の増加→今後も増加を見込むべきか
※県流域下水道の経営戦略には改定率、改定時期の予定が設定されていない

●市からの繰入金依存→削減の可能性を検討すべきか
※利率・物価の増加により、繰入金の増加

３．下水道事業の計画見直しについて

水洗化率（接続率）も、
経費回収率も100％未満


